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１．�場におけるハラスメントとは 

２．当�は下�のようなハラスメント⾏為を禁⽌します

�場におけるハラスメントは、�の尊�を不当に傷つける��的に�されない⾏為であるとともに、労働者
の�⼒の発揮を�げ、また、��にとっても�場秩�の乱れや業��⾏の阻�、��的�価への���につ
な がる問題です。 
性別���担�識に基づく�動はセクシュアルハラスメントの発⽣の��や背�となることがあり、また、
��・��・�児休業等に�する否�的な�動は、��・��・�児休業等に�するハラスメントの発⽣の�
�や背�になることがあります。このような�動を⾏わないよう��しましょう。 
また、パワーハラスメントの発⽣の��や背�には、労働者同⼠のコミュニケーションの希��などの�場
��の問題があるかもしれません。�場��の��に�めましょう。 

パワーハラスメント（パワハラ）（※） 
「①優�的な��を背�とした�動であって、②業�上の必�かつ相当な範囲を
超えたものにより、③�業��を�すること」がパワーハラスメントに�当し
ます。（※）�正労働�策�����により、パワーハラスメントが�制�されました。 

セクシュアルハラスメント（セクハラ） 
「性的な�動に�し�否や��されたことにより不利�を�えること�は�業��が 

��・��・�児休業・��休業等に�するハラスメント 
「女性労働者が��・��したこと等に�する�動により�業��を�されること」
「�児・��休業や�児・����の�制度の利⽤に�する�動により男女労働者 

不快なものとなり�⼒の発揮に��を�ばすこと」 

例えば ◆性的な冗�、からかい、�問 ◆わいせつ��の閲�、配布、掲⽰ 
◆性的な内�の�を��的に流す ◆�体への不必�な�� 
◆�事やデートにしつこく�う ◆��、性的な��の�� 
◆性的な�動に�して�否等を⾏った�下等従業員に�する不利���い 

の�業��が�されること」 

例えば ◆上司に��を�告したら「他の�を�うので�めてもらう」と�われた 
◆�児（��）休業の�得について上司に相�したら「男のくせにありえない」と�われた 
◆�児�時間��をしていたら、同僚から「まわりは�惑している」と何度も�われ、精�的に�
常に苦�を�じている 

例えば◆物を�げつけるなど�体的な攻� 
◆脅�・���損・��・ひどい暴�など精�的な攻� 
（相⼿の性的指向や性⾃�に�する��的な�動を�む。） 
◆�離・��など�間��からの切り離し 
◆業�上�らかに不�、�⾏不可�なことの�制 
◆�⼒や��とかけ離れた�度の�い仕事を�じたり、仕事を�えない 
◆�的なことに�度に立ち�る 
（性的指向・性⾃�や�歴、不��療等の��な個�情�について、当�労働者の了�を得ずに 
他の労働者に暴露することも�む 

※異性に�する⾏為だけでなく、同性に�する⾏為も��となります。また、��者の性的指向�は性⾃�にかかわらず、
性的な�動であればセクシュアルハラスメントに�当します。 
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６．この��の��について 

5．��・��、�児・��のための�制度が利⽤できます 

 

３．ハラスメント⾏為者は�業�則に基づき処�されることがあります 
（�業�則� 26�の2 �場におけるハラスメントの禁⽌ ） 

ハラスメントを⾏った場�は、�業�則�26�の2などに当たることとなり、
処�されることがあります。 
その場�、⾏為者の�体的��（時間、場�、内�、�度）、当事者同⼠の�
�、��者の��等を��的に��し、処�を決�します。 

４．相��⼝ �場におけるハラスメントに�する相��⼝は�の者です。 
⼀�で�まず早めにご相�ください。 

担当者�署��理� 
☎ 052-212-9080 
メールアドレス soudan@a-beau.com 

当�には、��・��、�児や��を⾏う労働者が利⽤できる 
�々な制度があります。�業�則等により��しましょう。 
制度や措�を利⽤する場�には、周囲の�の負担軽減も�慮し必�に�じて業�配�の⾒�し
などを⾏います。 
制度の利⽤者も、気持ちよく制度を利⽤するために⽇�から業�に�わる�々とのコミュニケ
ーションを�ることを⼤切にしましょう。 

正�員、���員、パート、アルバイト等当�において働いている�すべて、また、��や�
�先の�員の�等も�みます。 
また、⾃�の労働者��の他の労働者（��活動中の�⽣、��者等�む）についてもハラスメ
ントに�すると�えられる相�があった場�には、必�に�じて�切な��を⾏うよう�めま
す。��からの著しい�惑⾏為（カスタマーハラスメント）を受けた場�も同�の��を⾏いま
す。 
相⼿の立場に立って、��の�動を�り�り、ハラスメントのない、快�な�場を作っていき
ましょう。 

＊相�には�平に、相�者だけでなく⾏為者についても、プライバシーを�って��します。 
＊相�者はもちろん、事���の��に協⼒した�に不利�な��いは⾏いません。 
＊相�を受けた場�、必�に�じて��者から事情を�くなどして事���を��し、事�に�
じた�切な��をします。また、再発�⽌策を�じる等�切に�処します。 
＊正�員だけでなく、パート・アルバイトの�、��労働者の�も相�できます。 




